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従
来
、
日
本
企
業
（
特
に
大
企
業
）
で
は
、

企
業
金
融
の
面
で
間
接
金
融
方
式
を
主
体
に

資
金
調
達
を
行
い
、
同
時
に
銀
行
や
関
連
会

社
と
の
株
式
の
持
ち
合
い
を
行
っ
て
き
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
大
株
主
に
は
銀
行
や
関
連

会
社
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
メ

イ
ン
バ
ン
ク
制
度
や
企
業
集
団
制
に
よ
っ
て
、

日
本
の
企
業
経
営
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
長

期
的
視
点
に
立
っ
た
経
営
（
す
な
わ
ち
銀
行

や
関
連
会
社
と
の
長
期
的
な
取
引
形
態
や
雇

用
者
と
の
暗
黙
の
う
ち
の
長
期
的
雇
用
関
係

な
ど
）
が
可
能
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
金
融

市
場
に
お
け
る
段
階
的
な
規
制
緩
和
に
よ
り
、

日
本
の
大
企
業
も
金
融
市
場
か
ら
直
接
資
金

調
達
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
バ
ブ
ル
経
済
崩

壊
後
の
金
融
機
関
の
不
良
債
権
問
題
か
ら
、

株
式
持
ち
合
い
は
徐
々
に
解
消
さ
れ
て
き
た

と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
敵
対
的
企
業
買
収

の
顕
在
化
と
と
も
に
、
日
本
企
業
（
上
場
企

業
）
が
買
収
防
衛
策
を
導
入
し
始
め
て
い
る

と
の
報
道
も
多
い
。
そ
の
一
方
で
、
企
業
不

祥
事
の
続
発
に
よ
り
、
企
業
不
祥
事
防
止
な

ど
を
目
的
と
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法

令
等
遵
守
）
経
営
や
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社

会
的
責
任
）
経
営
も
進
展
を
見
せ
始
め
て
い

る
こ
と
か
ら
、
企
業
を
取
り
巻
く
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
は
、
株
主
だ
け
で
な
く
、
消
費
者

や
従
業
員
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
者
を

意
識
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

当
機
構
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

企
業
の
利
害
関
係
者
（
い
わ
ゆ
る
、「
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
」）
に
対
す
る
重
視
傾
向
の
変

化
や
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
導
入
動
機
・
進
展
状
況
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
日
本
企
業
の
雇
用

シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
つ
い
て
も
把
握
す
る
た

め
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、「
雇
用
シ
ス
テ
ム

と
人
事
戦
略
に
関
す
る
調
査
」（
以
下
、「
二
〇

〇
七
年
調
査
」
と
略
す
」）
を
実
施
し
た
（
本

調
査
は
、
二
〇
〇
五
年
に
実
施
し
た
「
企
業

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と

人
事
戦
略
に
関
す
る
調
査
」（
以
下
、「
二
〇
〇

五
年
調
査
」
と
略
す
）
を
ベ
ー
ス
と
し
て
設

問
設
計
を
し
た
も
の
で
あ
る
）（
1
）。

調
査
対
象
は
、
上
場
企
業
（
上
場
一
部
・

二
部
）
全
数
二
五
五
二
社
。
有
効
回
収
数
は

二
九
八
社
（
有
効
回
収
率
、
一
一
・
七
％
）

で
あ
る
（
な
お
、
二
〇
〇
五
年
調
査
の
調
査

対
象
は
、
上
場
企
業
全
数
二
五
三
一
社
で
、

有
効
回
収
数
四
五
〇
社
、有
効
回
収
率
一
七
・

八
％
）。

１
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

利
害
関
係
者
の
発
言
力
と
重
視
傾
向

調
査
で
は
、
経
営
に
対
す
る
発
言
力
と
し

て
、
と
く
に
強
い
と
感
じ
て
い
る
利
害
関
係

者
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
こ
れ
ま
で
」
は
、「
顧
客
（
消
費
者
）」
が

五
三
・
四
％
と
も
っ
と
も
多
く
、次
い
で
、「
従

業
員
」
が
四
二
・
三
％
、「
取
引
先
企
業
」
が

四
一
・
六
％
な
ど
だ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
今
後
」、
発
言
力
が
強

く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
利
害
関
係
者
で
も
、

図表1：経営に対する発言力が強い利害関係者
（これまで、今後）〔2007年調査〕

（n=298、3位までの複数回答、単位＝％）

図表2：経営側が重視する利害関係者
（これまで、今後）〔2007年調査〕

（n=298、3位までの複数回答、単位＝％）
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」
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「
顧
客
（
消
費
者
）」
が
五
七
・
四
％
と
最

も
多
い
も
の
の
、「
機
関
投
資
家
」
が
五
六
・

七
％
と
な
っ
て
お
り
、「
こ
れ
ま
で
」
と
比
較

す
る
と
一
五
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。

「
個
人
投
資
家
」
も
「
こ
れ
ま
で
」
と
「
今

後
」
を
比
較
す
る
と
、
八
・
四
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
、
二
八
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、「
取
引
先
銀
行
」
は
八
・
〇
ポ
イ

ン
ト
低
下
し
、「
取
引
先
企
業
」
で
七
・
四
ポ

イ
ン
ト
、「
従
業
員
」
で
三
・
七
ポ
イ
ン
ト
低

下
し
て
い
る
。
上
場
企
業
は
、
今
後
、
取
引

先
銀
行
や
取
引
先
企
業
、
従
業
員
の
発
言
力

が
相
対
的
に
低
下
す
る
一
方
で
、
機
関
投
資

家
や
個
人
投
資
家
の
発
言
力
が
上
昇
す
る
と

考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
図
表
１
）。

次
に
、
経
営
側
が
重
視
す
る
利
害
関
係
者

に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
こ
れ
ま
で
」
は

「
顧
客
（
消
費
者
）」
が
七
六
・
二
％
、
次

い
で
、「
従
業
員
」
が
六
三
・
一
％
、「
取
引
先

企
業
」
が
四
五
・
〇
％
だ
っ
た
。「
今
後
」

重
視
す
る
利
害
関
係
者
に
つ
い
て
見
て
も
、

「
顧
客
（
消
費
者
）」
が
七
七
・
九
％
と
も
っ

と
も
多
く
、
次
い
で
「
従
業
員
」
が
六
五
・

一
％
と
上
位
の
順
位
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か

し
、「
こ
れ
ま
で
」
と
「
今
後
」
を
比
較
す
る

と
、「
機
関
投
資
家
」
が
八
・
一
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
四
三
・
三
％
と
な
り
、「
個
人
投
資
家
」

も
七
・
〇
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
二
五
・
五
％
と

な
っ
て
い
る
。
経
営
側
が
重
視
す
る
利
害
関

係
者
は
、今
後
も
「
顧
客
（
消
費
者
）」
や
「
従

業
員
」
で
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
も
の

の
、「
機
関
投
資
家
」「
個
人
投
資
家
」
の
比
重

は
高
ま
っ
て
い
る
（
図
表
２
）。

な
お
、
本
設
問
は
二
〇
〇
五
年
調
査
で
も

尋
ね
て
お
り
、
二
時
点
間
比
較
が
可
能
な
問

い
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
こ
れ
ま
で
」
で
の
経

営
に
対
す
る
発
言
力
が
強
い
利
害
関
係
者
に

つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
調
査
と
二
〇
〇
五
年

調
査
を
比
較
す
る
と
、
二
〇
〇
五
年
調
査
に

比
べ
て
二
〇
〇
七
年
調
査
の
結
果
の
ほ
う
が
、

「
取
引
先
企
業
」
で
六
・
〇
ポ
イ
ン
ト
上
昇

し
四
一
・
六
％
と
な
っ
て
お
り
、「
機
関
投
資

家
」
も
四
・
九
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
四
一
・
三
％

と
な
っ
て
い
る（
図
表
３
）。
二
年
前
に
比
べ
、

上
位
の
順
位
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い

が
、「
取
引
先
企
業
」
と
「
機
関
投
資
家
」
に

つ
い
て
は
発
言
力
を
よ
り
強
く
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、「
こ
れ
ま
で
」
で
経
営
側
が
重
視
す

る
利
害
関
係
者
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
調

査
と
二
〇
〇
五
年
調
査
を
比
較
す
る
と
、
二

〇
〇
五
年
調
査
に
比
べ
て
二
〇
〇
七
年
調
査

の
結
果
の
ほ
う
が
、「
取
引
先
企
業
」
で
五
・

九
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
四
五
・
〇
％
と
な
っ
て

お
り
、「
機
関
投
資
家
」
も
一
・
九
ポ
イ
ン
ト

上
昇
し
三
五
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、「
個
人
投
資
家
」
は
五
・
七
ポ
イ
ン

ト
低
下
し
一
八
・
五
％
と
な
っ
て
お
り
、「
取

引
先
銀
行
」
も
二
・
八
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
二

三
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
４
）。
総

じ
て
い
え
ば
、
二
年
前
に
比
べ
、
上
位
の
順

位
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、「
取
引

先
企
業
」
に
対
す
る
重
視
傾
向
を
や
や
強
め

る
一
方
で
、「
個
人
投
資
家
」
や
「
取
引
先
銀

行
」
に
対
す
る
重
視
傾
向
は
弱
ま
っ
て
い
る
。

「
個
人
投
資
家
」
は
、
二
年
前
に
比
べ
て
、

発
言
力
で
は
わ
ず
か
に
高
ま
っ
て
い
る
が
、

重
視
傾
向
で
は
低
下
し
て
お
り
、
同
じ
投
資

家
で
あ
っ
て
も
、「
機
関
投
資
家
」
ほ
ど
に
は
、

重
視
傾
向
が
強
く
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

重
視
し
て
い
る
経
営
指
標

企
業
が
重
視
す
る
経
営
指
標
を
、「
こ
れ
ま

で
」「
現
在
」「
今
後
」
の
三
時
点
で
尋
ね
た
と

こ
ろ
、「
こ
れ
ま
で
」
は
、「
営
業
利
益
や
経
常

利
益
な
ど
、
収
益
力
を
示
す
指
標
」（
以
下
、

「
収
益
力
指
標
」
と
略
）
が
四
五
・
三
％
、「
売

上
高
や
市
場
シ
ェ
ア
な
ど
、
規
模
の
成
長
性

を
示
す
指
標
」（
以
下
、「
成
長
性
指
標
」と
略
）

が
四
一
・
九
％
と
、
合
わ
せ
て
九
割
弱
を
占

め
て
い
る
。

「
現
在
」で
は
、「
収
益
力
指
標
」が
六
九
・

八
％
と
比
率
が
高
ま
る
一
方
で
「
成
長
性
指

標
」は
大
き
く
減
少
し
て
一
〇
・
一
％
と
な
っ

て
い
る
（
三
一
・
二
ポ
イ
ン
ト
低
下
）。

さ
ら
に
、「
今
後
」
に
つ
い
て
み
る
と
、「
収

益
力
指
標
」
の
最
上
位
は
変
わ
ら
な
い
も
の

の
、
率
は
四
六
・
六
％
と
低
下
し
、
次
い
で
、

「
Ｒ
Ｏ
Ｅ
（
株
主
資
本
利
益
率
）
な
ど
、
株

主
資
本
の
効
率
性
を
示
す
指
標
」（
以
下
、「
Ｒ

Ｏ
Ｅ
」
と
略
す
）
が
一
三
・
四
％
、「
Ｒ
Ｏ
Ａ

（
総
資
産
利
益
率
）
な
ど
、
資
産
活
用
の
効

率
性
を
示
す
指
標
」（
以
下
、「
Ｒ
Ｏ
Ａ
」
と
略

す
）、「
Ｅ
Ｖ
Ａ
（
経
済
的
付
加
価
値
）
や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
な
ど
、
残
余
利
益
を
示

す
指
標
」（
以
下
、「
Ｅ
Ｖ
Ａ
」
と
略
す
）
が
と

も
に
一
〇
・
四
％
な
ど
と
、
株
主
を
意
識
し

た
指
標
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、「
顧
客
満
足
度
を
示
す
指
標
」
も
九
・

四
％
あ
り
、「
現
在
」
と
「
今
後
」
を
比
較
す

る
と
、六
・
〇
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
（
図

図表3：これまでの経営に対する発言力が強い利害
関係者の2時点比較〔2007年調査、2005年調査〕

（3位までの複数回答、単位＝％）

図表4：これまでの経営側が重視する利害関係者の
2時点比較〔2007年調査、2005年調査〕
（3位までの複数回答、単位＝％）
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表
５
）。

「
現
在
」
で
重
視
す
る
経
営
指
標
に
つ
い

て
、
二
〇
〇
七
年
調
査
と
二
〇
〇
五
年
調
査

と
を
比
較
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
変
化
は
み
ら

れ
な
い
。
細
か
く
み
る
と
、
二
〇
〇
五
年
調

査
に
比
べ
て
二
〇
〇
七
年
調
査
の
結
果
の
ほ

う
が
、「
収
益
力
指
標
」「
成
長
性
指
標
」「
顧
客

満
足
度
を
示
す
指
標
」
の
割
合
が
わ
ず
か
に

高
ま
っ
て
い
る
一
方
で
、「
Ｒ
Ｏ
Ｅ
」「
Ｒ
Ｏ

Ａ
」「
Ｅ
Ｖ
Ａ
」
な
ど
の
指
標
の
割
合
は
低
く

な
っ
て
い
る
（
図
表
６
）。
総
じ
て
み
れ
ば
、

「
Ｒ
Ｏ
Ｅ
」「
Ｒ
Ｏ
Ａ
」「
Ｅ
Ｖ
Ａ
」
な
ど
の
指

標
を
活
用
し
て
い
る
企
業
は
一
部
に
す
ぎ
ず
、

七
割
弱
の
企
業
は
、
営
業
利
益
や
経
常
利
益

な
ど
の
収
益
力
指
標
を
使
用
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

財
務
戦
略
と
買
収
防
衛
策

最
近
二
年
間
の
財
務
戦
略
に
つ
い
て
尋
ね

た
と
こ
ろ
、「
安
定
株
主
の
確
保
」
が
六
二
・

一
％
と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
「
配
当
性

向
を
高
め
る
」
が
五
七
・
四
％
、「
資
産
流
動

化
の
促
進
」
が
三
六
・
六
％
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。

一
方
、
今
後
の
取
り
組
み
予
定
に
つ
い
て

み
る
と
、「
安
定
株
主
の
確
保
」が
六
八
・
八
％

と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
「
配
当
性
向
を

高
め
る
」
が
六
六
・
八
％
な
ど
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
ほ
か
、「
資
産
流
動
化
の
促
進
」（
四

六
・
〇
％
）、「
現
金
性
資
産
を
少
な
め
に
す

る
」（
三
一
・
五
％
）、「
非
効
率
な
持
ち
合
い

株
の
解
消
の
促
進
」（
二
八
・
五
％
）、「
自
己

株
消
却
の
促
進
」（
二
五
・
五
％
）
な
ど
が
上

位
に
あ
っ
た
（
図
表
７
）。

二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、
買
収
防
衛
策
の

実
施（
２
）
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
三
九
・
三
％
が
何
ら
か
の
買
収
防

衛
策
を
実
施
し
て
い
た
。
こ
れ
を
規
模
別
に

み
る
と
、「
一
〇
〇
〇
〜
四
九
九
九
人
」
規
模

が
四
六
・
五
％
で
も
っ
と
も
割
合
が
高
く

な
っ
て
い
る
。

今
後
、
経
営
に
対
す
る
発
言
力
が
強
く
な

る
と
思
わ
れ
る
利
害
関
係
者
別
に
み
る
と

（
上
位
三
位
ま
で
の
合
計
）、「
機
関
投
資
家
」

の
発
言
力
が
強
く
な
る
と
し
て
い
る
企
業
で

の
買
収
防
衛
策
の
実
施
企
業
割
合
が
四
八
・

五
％
で
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
今
後
、「
機

関
投
資
家
」
の
発
言
力
を
感
じ
て
い
る
企
業

ほ
ど
、
買
収
防
衛
策
の
実
施
に
積
極
的
な
よ

う
で
あ
る
。そ
の
一
方
で
、「
グ
ル
ー
プ
企
業
」

の
発
言
力
を
感
じ
て
い
る
企
業
で
は
、
買
収

防
衛
策
の
実
施
割
合
は
低
い
よ
う
で
あ
り
、

買
収
の
危
険
性
を
感
じ
て
い
る
企
業
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
買
収
防
衛
策
を
実
施
す
る
傾

向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、
経
営
者
の
属
性
別（
３
）
に
み
る
と
、

「
生
え
抜
き
タ
イ
プ
」が
四
七
・
六
％
で
も
っ

と
も
実
施
企
業
割
合
が
高
い
（「
オ
ー
ナ
ー

企
業
タ
イ
プ
」
は
三
二
・
一
％
）（
図
表
８
）。

図表5：会社が重視する経営指標（これまで、現在、今後）〔2007年調査〕（n=298）

図表6：現在、会社が重視する経営指標の2時点比較〔2007年調査、2005年調査〕

図表7：財務戦略（最近2年間と今後の取り組み予定）〔2007年調査〕
（n=298、複数回答、単位＝％）



特集―雇用システムはどこに向うのか

Business Labor Trend 2009.2

17

企
業
創
業
者
な
ど
が
経
営
ト
ッ
プ
に
就
い
て

い
る
「
オ
ー
ナ
ー
企
業
タ
イ
プ
」
に
比
べ
、

内
部
昇
進
に
よ
る
「
生
え
抜
き
タ
イ
プ
」
の

企
業
の
ほ
う
が
、
買
収
防
衛
策
を
実
施
す
る

傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
。

何
ら
か
の
買
収
防
衛
策
を
実
施
し
て
い
る

企
業
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
み
る
と
、「
従

業
員
持
ち
株
比
率
の
上
昇
」
が
五
一
・
三
％

で
も
っ
と
も
割
合
が
高
く
、
次
い
で
、「
新
株

予
約
権
の
設
定
」が
四
一
・
〇
％
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
規
模
別
に
み
る
と
、
規
模

が
大
き
く
な
る
ほ
ど「
新
株
予
約
権
の
設
定
」

の
割
合
が
高
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
経
営
者
の
属
性
別
に
み
る
と
、「
新

株
予
約
権
の
設
定
」
で
は
、「
生
え
抜
き
タ
イ

プ
」
が
四
五
・
七
％
で
も
っ
と
も
割
合
が
高

く
な
っ
て
い
る
（
図
表
９
）。

な
お
、
最
近
二
年
間
の
財
務
戦
略
に
つ
い

て
、
買
収
防
衛
策
の
実
施
の
有
無
別
に
み
る

と
、
買
収
防
衛
策
を
実
施
し
て
い
る
企
業
の

方
が
実
施
し
て
い
な
い
企
業
に
比
べ
て
、「
安

定
株
主
の
確
保
」
で
二
六
・
九
ポ
イ
ン
ト
高

く
な
っ
て
お
り
、「
資
産
流
動
化
の
促
進
」
が

一
五
・
四
ポ
イ
ン
ト
、「
現
金
性
資
産
を
少
な

め
に
す
る
」
が
八
・
七
ポ
イ
ン
ト
、「
配
当
性

向
を
高
め
る
」が
五
・
七
ポ
イ
ン
ト
高
く
な
っ

て
い
る
（
図
表
10
）。
こ
れ
ら
の
財
務
戦
略

が
買
収
防
衛
策
に
お
い
て
、
重
要
な
戦
略
で

あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

株
主
主
権
論
に
つ
い
て
の
認
識

「
会
社
は
株
主
の
も
の
で
あ
る
」
と
の
考

え
を
い
わ
ゆ
る
「
株
主
主
権
論
」（
４
）
と
い

う
が
、
二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、
二
年
前
と

比
較
し
た
職
場
や
雰
囲
気
の
変
化
と
し
て
、

「
会
社
は
株
主
の
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る

図表9：買収防衛策実施の内容〔2007年調査〕（複数回答、単位＝％）
従
業
員
持
ち
株
比
率
の

上
昇

新
株
予
約
権
の
設
定

（
信
託
型
ラ
イ
ツ
プ
ラ

ン
な
ど
も
含
む
）

取
締
役
の
任
期
分
散

普
通
株
の
強
制
転
換
条

項
付
き
株
式
へ
の
転
換

種
類
株
式
の
発
行

取
締
役
資
格
の
制
限

拒
否
権
付
き
株
式

（
黄
金
株
）
の
発
行

そ
の
他

計（n=117） 51.3 41.0 4.3 0.9 0.9 0.9 0.0 18.8
＜規模別＞
　300人未満（n=23） 65.2 26.1 13.0 0.0 4.3 0.0 0.0 13.0
　300～1000人未満（n=34） 50.0 38.2 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 23.5
　1000人以上（n=56） 48.2 50.0 1.8 0.0 0.0 1.8 0.0 16.1
＜経営者の属性別＞
　オーナー企業タイプ（n=25） 52.0 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
　生え抜きタイプ（n=70） 47.1 45.7 2.9 1.4 1.4 1.4 0.0 21.4
　それ以外（n=21） 66.7 38.1 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
※買収防衛策実施企業を対象に集計。

図表8：買収防衛策の実施の有無〔2007年調査〕

図表10：最近2年間の財務戦略（買収防衛策の実施の有無別）
（複数回答、単位＝％）〔2007年調査〕
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社
員
が
増
え
て
い
る
か
」
に
つ
い
て
、
そ
の

認
識
を
尋
ね
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
ど
ち
ら

と
も
い
え
な
い
」
が
五
二
・
〇
％
と
も
っ
と

も
多
い
も
の
の
、「
否
定
的
な
回
答
」（「
あ
て

は
ま
ら
な
い
」+

「
あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な

い
」）
が
二
三
・
五
％
で
あ
り
、「
肯
定
的
な

回
答
」（「
あ
て
は
ま
る
」+

「
や
や
あ
て
は
ま

る
」）
も
二
一
・
八
％
と
、
両
者
は
拮
抗
し

て
い
る
。

こ
れ
を
規
模
別
に
み
る
と
、
規
模
と
認
識

と
の
間
に
関
係
性
は
見
ら
れ
な
い
。
経
営
者

の
属
性
別
に
み
る
と
、「
肯
定
的
な
回
答
」
割

合
は
「
生
え
抜
き
タ
イ
プ
」
の
方
が
他
の
属

性
に
比
べ
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、「
オ
ー
ナ
ー
企
業
タ
イ
プ
」
は
他
の

属
性
に
比
べ
、「
否
定
的
な
回
答
」
割
合
が

も
っ
と
も
高
い
。
企
業
創
業
者
な
ど
が
経
営

ト
ッ
プ
に
就
い
て
い
る
「
オ
ー
ナ
ー
企
業
タ

イ
プ
」で
は
、「
企
業
は
株
主
の
も
の
で
あ
る
」

と
の
考
え
が
職
場
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い

よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
発
言
力
が
強
か
っ
た

利
害
関
係
者
（
上
位
三
位
ま
で
の
合
計
）
に

つ
い
て
、「
株
主
の
発
言
力
が
強
い
企
業
」

（「
個
人
投
資
家
」
と
「
機
関
投
資
家
」
の

い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
企
業
）
と
、「
そ
れ
以

外
の
企
業
」
に
分
け
て
み
る
と
（
以
下
、「
株

主
の
発
言
力
の
認
識
別
」
と
略
す
）、「
株
主

の
発
言
力
が
強
い
企
業
」
の
ほ
う
が
「
そ
れ

以
外
の
企
業
」
に
比
べ
わ
ず
か
に
「
肯
定
的

な
回
答
」
割
合
が
高
い
。
逆
に
、「
否
定
的
な

回
答
」
割
合
は
、「
そ
れ
以
外
の
企
業
」
が
二

九
・
六
％
で
あ
り
、「
株
主
の
発
言
力
が
強
い

企
業
」
に
比
べ
九
・
五
ポ
イ
ン
ト
高
く
な
っ

て
い
る
。

な
お
、
買
収
防
衛
策
の
実
施
の
有
無
別
に

み
る
と
、
買
収
防
衛
策
の
実
施
企
業
の
ほ
う

が
、未
実
施
企
業
に
比
べ
、「
肯
定
的
な
回
答
」

割
合
が
高
い
。
買
収
防
衛
策
を
実
施
し
て
い

る
企
業
の
ほ
う
が
、「
企
業
は
株
主
の
も
の
で

あ
る
」
と
考
え
る
社
員
が
増
え
る
傾
向
に
あ

る
よ
う
で
あ
る
（
図
表
11
）。

２
．
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
取
り
組
み
状
況

二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業

の
社
会
的
責
任C
orporate S

ocial 
R
esponsibility

）（
５
）
に
関
す
る
取
り
組
み

状
況
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
五
年
調
査
と
同
様

に
尋
ね
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、

「
法
令
等
に
よ
る
規
定
範
囲
、
社
会
か
ら
要

請
さ
れ
て
い
る
範
囲
以
外
で
も
、
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
」と
す
る
企
業（
以
下
、「
法

令
等
の
規
定
範
囲
以
上
に
実
施
」
と
略
）
が

図表11：「企業は株主のものである、と考える社員が増えているか」についての認識
〔2007年調査〕

図表12：CSRの取り組み状況〔2007年調査と2005年調査の2時点比較〕
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三
七
・
二
％
、「
法
令
等
に
よ
る
規
定
範
囲
、

社
会
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
取
り
組

ん
で
い
る
」
と
す
る
企
業
（
以
下
、「
法
令
等

の
規
定
範
囲
を
実
施
」
と
略
）
が
五
七
・
七
％

と
な
っ
て
お
り
、
合
わ
せ
て
九
四
・
九
％
と

ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
何
ら
か
の
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

日
本
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
法
令
遵
守
を
基

本
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
も
の
が

半
数
を
占
め
る
が
、
四
割
弱
の
企
業
は
法
令

遵
守
レ
ベ
ル
を
超
え
た
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
る
こ
と
と
な
る
。

二
〇
〇
七
年
調
査
と
二
〇
〇
五
年
調
査
を

比
較
す
る
と
、
二
〇
〇
七
年
調
査
の
「
法
令

等
の
規
定
範
囲
以
上
に
実
施
」
の
方
が
七
・

四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
（
図
表
12
）。

こ
の
二
年
間
で
法
令
等
の
規
定
範
囲
以
上
に

Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
取
り
組
む
企
業
割
合
が
増
え
た
こ

と
が
示
唆
さ
れ
る
。

二
〇
〇
七
年
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
規

模
別
に
見
る
と
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
つ
い
て
「
法
令

等
の
規
定
範
囲
以
上
に
実
施
」
し
て
い
る
企

業
は
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、
そ
の
割

合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
「
五
〇
〇

〇
人
以
上
」
規
模
で
は
六
八
・
六
％
が
法
令

等
の
規
定
範
囲
以
上
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

ま
た
、
業
種
別
に
み
る
と
、「
運
輸
業
・
情

報
通
信
業
」
が
四
五
・
八
％
と
も
っ
と
も
高

く
、
次
い
で
「
金
融
・
保
険
業
、
不
動
産
業
」

（
四
五
・
二
％
）、「
製
造
業
」（
四
三
・
二
％
）

な
ど
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
業
種

の
お
よ
そ
二
社
に
一
社
が
法
令
等
の
規
定
範

囲
以
上
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

に
な
る
（
図
表
13
）。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
へ
の
取
り
組
み
動
機

Ｃ
Ｓ
Ｒ
で
何
ら
か
の
取
り
組
み
を
し
て
い

る
企
業
（「
法
令
等
の
規
定
範
囲
以
上
に
実

施
」「
法
令
等
の
規
定
範
囲
を
実
施
」
と
回
答

し
た
企
業
）
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
取
り
組

む
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
七
年
調

査
で
は
、「
企
業
不
祥
事
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
」
が
七
九
・
九
％
と
最
も
多
く
、
次
い

で
、「
社
会
正
義
・
公
正
の
た
め
」
が
五
七
・

二
％
、「
顧
客
な
ど
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
」
が
三
六
・
四
％
と
続
く
。

二
〇
〇
七
年
調
査
と
二
〇
〇
五
年
調
査
で

比
較
す
る
と
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
へ
の
取
り
組
み
動
機

の
傾
向
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、

二
〇
〇
五
年
調
査
に
比
べ
二
〇
〇
七
年
調
査

の
方
が
、「
企
業
不
祥
事
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
」
で
六
・
四
ポ
イ
ン
ト
低
下
す
る
一
方

で
、「
安
全
と
健
康
を
経
営
の
最
優
先
と
し
て

い
る
た
め
」で
四
・
二
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、「
従

業
員
と
の
一
体
感
を
高
め
る
た
め
」
も
二
・

九
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
（
図
表
14
）。

図表13：CSRの取り組み状況（単位＝％）〔2007年調査〕
法
令
等
の
規

定
範
囲
以
上

に
実
施

法
令
等
の
規

定
範
囲
を
実

施 ほ
と
ん
ど
取

り
組
ん
で
い

な
い

よ
く
わ
か
ら

な
い

無
回
答

計（n=298） 37.2 57.7 3.7 0.3 1.0
＜規模別＞
　300人未満（n=54） 16.7 77.8 3.7 1.9 0.0
　300～999人（n=93） 29.0 64.5 4.3 0.0 2.2
　1000～4999人（n=99） 46.5 49.5 3.0 0.0 1.0
　5000人以上（n=35） 68.6 28.6 2.9 0.0 0.0
＜業種別＞
　建設業（n=27） 29.6 70.4 0.0 0.0 0.0
　製造業（n=132） 43.2 53.0 3.0 0.0 0.8
　卸売業・小売業、飲食店・宿泊業（n=48） 22.9 70.8 2.1 2.1 2.1
　運輸業・情報通信業（n=24） 45.8 50.0 4.2 0.0 0.0
　金融・保険業、不動産業（n=31） 45.2 51.6 3.2 0.0 0.0
　サービス業（n=23） 13.0 69.6 17.4 0.0 0.0

図表14：ＣＳＲの取り組み理由〔2007年調査と2005年調査の2時点比較〕
（複数回答、単位＝％）
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二
〇
〇
七
年
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
規

模
別
に
み
る
と
、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
企
業
の
中
核
に

位
置
づ
け
戦
略
を
立
案
・
実
行
し
て
い
る
た

め
」（
以
下
、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
戦
略
企
業
」
と
略
す
）

の
み
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、
そ
の
割

合
が
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、

日
本
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
約
半
数
の
企
業
が
法
令
遵

守
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

昨
今
で
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
ビ
ジ
ネ
ス
の
中
核
に

据
え
て
、
企
業
業
績
を
高
め
る
た
め
に
、
戦

略
的
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
取
り
組
む
企
業
も
出
始
め

て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
本
調
査
に
よ
れ
ば
、

規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、
戦
略
的
に
Ｃ
Ｓ

Ｒ
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。次

に
、
こ
れ
を
こ
れ
ま
で
の
「
株
主
の
発

言
力
の
認
識
別
」
に
み
る
と
、
株
主
の
発
言

力
を
感
じ
て
い
る
企
業
の
ほ
う
が
、「
顧
客
な

ど
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
」「
従
業
員
と

の
一
体
感
を
高
め
る
た
め
」「
安
全
と
健
康
を

経
営
の
最
優
先
と
し
て
い
る
た
め
」「
経
済
団

体
等
か
ら
の
働
き
か
け
」「
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（
社
会
的

責
任
投
資
）
を
重
視
す
る
投
資
家
か
ら
の
要

請
」な
ど
で
割
合
が
高
い
。Ｓ
Ｒ
Ｉ（S

ocially 
R
esponsible Investm

ent

）
と
は
、「
社
会
、

環
境
、
倫
理
と
い
っ
た
企
業
の
社
会
的
責
任

に
関
す
る
指
標
を
基
準
と
す
る
投
資
家
行

動
」（
６
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
絶
対
数
と
し

て
は
少
な
い
も
の
の
、
株
主
の
発
言
力
を
感

じ
て
い
る
企
業
の
ほ
う
が
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
を
重
視

す
る
投
資
家
の
要
請
を
取
り
組
み
理
由
と
す

る
割
合
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
取
り
組
み
状
況
別
に
み

る
と
、
法
令
等
の
規
定
範
囲
以
上
に
実
施
し

て
い
る
企
業
の
ほ
う
が
、
法
令
等
の
規
定
範

囲
を
実
施
し
て
い
る
企
業
に
比
べ
て
、
Ｃ
Ｓ

Ｒ
の
取
り
組
み
動
機
と
し
て
、「
企
業
不
祥
事

を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
」「
経
済
団
体
等
か

ら
の
働
き
か
け
」
な
ど
で
そ
の
割
合
が
低
下

し
て
い
る
一
方
で
、「
従
業
員
と
一
体
感
を
高

め
る
た
め
」「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
企
業
の
中
核
に
位
置

づ
け
戦
略
を
立
案
・
実
行
し
て
い
る
た
め
」

「
安
全
と
健
康
を
経
営
の
最
優
先
と
し
て
い

る
」「
Ｓ
Ｒ
Ｉ
を
重
視
す
る
投
資
家
か
ら
の
要

請
」「
ビ
ジ
ネ
ス･

チ
ャ
ン
ス
の
掘
り
起
こ
し
」

な
ど
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
法
令
等

の
規
定
範
囲
以
上
に
実
施
し
て
い
る
企
業
は
、

そ
う
で
な
い
企
業
に
比
べ
、
企
業
戦
略
や
ビ

ジ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
ス
な
ど
に
着
目
し
、
Ｃ
Ｓ

Ｒ
に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
（
図
表

15
）。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
取
り
組
み
内
容

Ｃ
Ｓ
Ｒ
で
何
ら
か
の
取
り
組
み
を
し
て
い

る
企
業
に
つ
い
て
、
実
際
に
取
り
組
ん
で
い

る
内
容
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
法
令
・
倫
理
の

遵
守
」
が
九
八
・
二
％
と
も
っ
と
も
多
い
。

次
い
で
、「
誠
実
な
顧
客
対
応
」（
九
〇
・
五
％
）、

「
取
締
役
会
・
監
査
役
等
に
よ
る
監
督
・
監

査
の
実
効
性
確
保
」（
八
一
・
六
％
）、「
積
極

図表15：CSRの取り組み理由（複数回答、単位＝％）〔2007年調査〕
企
業
不
祥
事
を
未
然
に

防
止
す
る
た
め

社
会
正
義
・
公
正
の
た

め 顧
客
な
ど
に
対
す
る
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

安
全
と
健
康
を
経
営
の
最

優
先
と
し
て
い
る
た
め

Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
企
業
戦
略
の
中

核
に
位
置
づ
け
、
戦
略
を

立
案
・
実
行
し
て
い
る

従
業
員
と
の
一
体
感
を

高
め
る
た
め

Ｓ
Ｒ
Ｉ
を
重
視
す
る
投

資
家
か
ら
の
要
請

ビ
ジ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
ス

の
掘
り
起
こ
し

経
済
団
体
等
か
ら
の
働

き
か
け

労
働
団
体
や
労
働
組
合

等
か
ら
の
要
請

そ
の
他

無
回
答

計（n=283） 79.9 57.2 36.4 32.5 19.4 16.3 7.8 5.3 3.9 0.4 6.0 1.8
＜規模別＞
　300人未満（n=51） 80.4 68.6 25.5 35.3 11.8 19.6 3.9 2.0 5.9 0.0 3.9 3.9
　300～999人（n=87） 79.3 52.9 40.2 32.2 12.6 11.5 10.3 6.9 6.9 0.0 5.7 1.1
　1000～4999人（n=95） 82.1 55.8 44.2 31.6 24.2 14.7 7.4 2.1 2.1 0.0 6.3 1.1
　5000人以上（n=34） 67.6 55.9 23.5 32.4 35.3 20.6 11.8 14.7 0.0 0.0 11.8 2.9
＜株主の発言力の認識別＞
　株主の発言力が強い企業（n=152） 77.6 52.0 41.4 35.5 15.1 19.1 8.6 5.9 4.6 0.0 7.2 2.6
　それ以外の企業（n=120） 82.5 68.3 31.7 29.2 23.3 12.5 6.7 4.2 2.5 0.8 5.0 0.0
＜ＣＳＲの取り組み状況別＞
　法令等の規定範囲以上に実施(n=111) 77.5 56.8 36.0 36.9 24.3 24.3 10.8 6.3 0.9 0.0 9.0 0.9
　法令等の規定範囲を実施（n=172） 81.4 57.6 36.6 29.7 16.3 11.0 5.8 4.7 5.8 0.6 4.1 2.3
※CSRについて「法令等の規定範囲以上に実施」「法令等の規定範囲を実施」と回答した企業を対象に集計。

図表16：実際に取り組んでいるCSR〔2007年調査と2005年調査の2時点比較〕
（複数回答、単位＝％）
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的
な
情
報
公
開
・
開
示
」（
七
八
・
一
％
）、「
環

境
へ
の
配
慮
」（
七
六
・
七
％
）
な
ど
が
続
く
。

二
〇
〇
七
年
調
査
と
二
〇
〇
五
年
調
査
を

比
較
し
、
割
合
が
上
昇
し
て
い
る
も
の
を
み

る
と
、「
社
員
の
育
児
・
介
護
へ
の
配
慮
」
が

一
二
・
〇
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
六
三
・
三
％
、

「
男
女
間
の
機
会
均
等
」
が
九
・
七
ポ
イ
ン

ト
上
昇
し
六
八
・
九
％
、「
取
締
役
会
・
監
査

役
等
に
よ
る
監
督
・
監
査
の
実
効
性
の
確
保
」

が
七
・
七
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
八
一
・
六
％
な

ど
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
16
）。

二
〇
〇
七
年
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
Ｃ

Ｓ
Ｒ
の
取
り
組
み
状
況
別
に
み
る
と
、
法
令

等
の
規
定
範
囲
以
上
に
実
施
し
て
い
る
企
業

の
ほ
う
が
、
法
令
等
の
規
定
範
囲
を
実
施
し

て
い
る
企
業
に
比
べ
て
、「
社
会
貢
献
活
動
へ

の
関
与
」「
社
員
の
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ

の
向
上
」「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
／
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
力
・
連

携
」「
環
境
へ
の
配
慮
」「
社
員
の
育
児
・
介
護

へ
の
配
慮
」な
ど
で
、実
施
割
合
が
高
く
な
っ

て
い
る
（
図
表
17
）。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
取
り
組
み
施
策

Ｃ
Ｓ
Ｒ
で
何
ら
か
の
取
り
組
み
を
し
て
い

る
企
業
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
係
る
施
策
の

実
施
状
況
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
従
業
員
等
の

相
談
・
通
報
に
対
応
す
る
体
制
（
い
わ
ゆ
る

ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン
）
の
整
備
」
が
八
六
・
二
％
、

「
法
令
違
反
な
ど
を
社
内
通
報
で
き
る
規
程

の
作
成
」
が
八
五
・
九
％
、「
倫
理
規
範
等
の

明
文
化
さ
れ
た
社
内
規
程
の
作
成
」が
八
五
・

二
％
、「
内
部
通
報
を
行
っ
た
者
の
権
利
保
護

規
程
（
解
雇
な
ど
の
不
利
益

取
扱
い
の
禁
止
等
）の
制
定
」

が
八
一
・
六
％
な
ど
と
な
っ

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
項
目
で

は
八
割
と
ほ
と
ん
ど
の
企
業

が
実
施
ず
み
で
あ
る
。
続
い

て
、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
『
行

動
指
針
』を
策
定
」が
六
二
・

五
％
、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
責
任
者
を

経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
が
務
め

て
い
る
」が
五
六
・
九
％
、「
Ｃ

Ｓ
Ｒ
等
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表
」
が
五

三
・
〇
％
な
ど
と
な
っ
て
い

る
。二

〇
〇
七
年
調
査
と
二
〇

〇
五
年
調
査
を
比
較
し
、
割

合
が
上
昇
し
て
い
る
も
の
を

み
る
と
、「
内
部
通
報
を
行
っ

た
者
の
権
利
保
護
規
程
の
制

定
」
が
三
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
、

「
法
令
違
反
な
ど
を
社
内
通

報
で
き
る
規
程
の
作
成
」
が

二
六
・
四
ポ
イ
ン
ト
、「
従
業

員
等
の
相
談
・
通
報
に
対
応

す
る
体
制
の
整
備
」が
一
六
・

四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
お
り
、

内
部
通
報
に
係
る
項
目
の
上

昇
幅
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か

る
（
図
表
18
）。

図表17：実際に取り組んでいるCSR（CSRの取り組み状況別）
（複数回答、単位＝％）

図表18：CSRに係る施策の実施企業割合
〔2007年調査と2005年調査の2時点比較〕（単位＝％）
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公
益
通
報
者
保
護
法
が
、
二
〇
〇
四
（
平

成
一
六
）
年
六
月
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
六

年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
が
、
前
回

（
二
〇
〇
五
年
調
査
）
と
比
較
す
る
と
、
法

施
行
に
合
わ
せ
て
企
業
が
体
制
整
備
に
努
力

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、
二
〇
〇
七
年
調
査
の
結
果
に
つ
い

て
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
取
り
組
み
状
況
別
に
み
る
と
、

い
ず
れ
の
項
目
も
、
法
令
等
の
規
定
範
囲
以

上
に
実
施
し
て
い
る
企
業
の
ほ
う
が
、
法
令

等
の
規
定
範
囲
を
実
施
し
て
い
る
企
業
に
比

べ
て
割
合
が
高
い（
図
表
19
）。
と
く
に
、「
Ｃ

Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
『
行
動
指
針
』
を
策
定
」「
Ｃ

Ｓ
Ｒ
等
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

公
表
」「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
し
て
従
業
員
向
け
の
教

育
を
定
期
実
施
」「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
責
任
者
に
経
営

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
が
務
め
て
い
る
」
な
ど
の
割

合
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
法
令
以
上
に
取
り

組
ん
で
い
る
企
業
で
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
つ
い
て

の
「
行
動
指
針
」
や
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ

る
公
表
」、さ
ら
に
、「
従
業
員
向
け
の
教
育
」

に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
責
任
者
に
経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
が

か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
、
法
令
以
上
に
取

り
組
ん
で
い
る
企
業
で
高
く
、
重
要
な
要
素

で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

専
任
部
署
・
経
営
層
の
関
与
の
影
響

調
査
で
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
専
任
部
署

の
設
置
の
状
況
及
び
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
部
署
の
担

当
部
署
の
責
任
者
と
し
て
、
役
員
な
ど
経
営

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
が
務
め
て
い
る
か
に
つ
い
て

尋
ね
て
い
る
。
そ
こ
で
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
専
任
部
署

の
設
置
及
び
経
営
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
の
関
与
の
二
つ
の
設
問

を
組
み
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ら

の
実
施
状
況
を
み
る
と
、「
専

任
部
署
と
経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
の
関
与
あ
り
」
が
三
八
・

九
％
と
も
っ
と
も
割
合
が
高

く
、
次
い
で
「
い
ず
れ
も
な

い
」三
一
・
一
％
、「
経
営
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
の
関
与
の
み
」
一

七
・
七
％
、「
専
門
部
署
の
み
」

九
・
五
％
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
を
規
模
別
に
み
る
と
、

規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、

「
専
任
部
署
と
経
営
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
の
関
与
あ
り
」
の
割

合
が
高
ま
る
一
方
で
、「
い
ず

れ
も
な
い
」
と
す
る
割
合
は

低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
。

経
営
者
の
属
性
別
に
み
る

と
、「
生
え
抜
き
タ
イ
プ
」
で
、

「
専
任
部
署
と
経
営
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
の
関
与
あ
り
」
と
す

る
割
合
が
も
っ
と
も
高
い
。

こ
れ
を
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
取
り
組

み
状
況
別
に
み
る
と
、
法
令

図表19：CSRに係る施策の実施企業割合〔2007年調査〕（単位＝％）
（CSRの取り組み状況別）

図表20：CSRに関する専任部署と経営トップクラスの関与〔2007年調査〕
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等
の
規
定
範
囲
以
上
に
実
施
し
て
い
る
企
業

の
ほ
う
が
、
法
令
等
の
規
定
範
囲
を
実
施
し

て
い
る
企
業
に
比
べ
て
、「
専
任
部
署
と
経
営

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
関
与
あ
り
」
の
割
合
が
高

い
。
法
令
等
の
規
定
範
囲
を
実
施
し
て
い
る

企
業
で
は
、「
い
ず
れ
も
な
い
」
と
す
る
割
合

は
四
一
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
20
）。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
わ
る
施
策
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｓ

Ｒ
専
任
部
署
・
経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
関
与

別
に
み
る
と
、
い
ず
れ
の
施
策
も
、「
い
ず
れ

も
な
い
」
と
す
る
割
合
が
も
っ
と
も
低
く
、

「
専
任
部
署
と
経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
関
与

あ
り
」が
も
っ
と
も
高
く
な
っ
て
い
る
。「
Ｃ

Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
『
行
動
指
針
』
を
策
定
」「
倫

理
規
範
等
の
明
文
化
さ
れ
た
社
内
規
程
の
作

成
」「
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
定
期
的

な
監
査
を
実
施
」「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
し
て
従
業
員

向
け
の
教
育
を
定
期
実
施
」「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
責
任

者
に
経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
が
務
め
て
い
る
」

に
つ
い
て
は
、
実
施
企
業
割
合

は
、「
い
ず
れ
も
な
い
」「
経
営

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
関
与
の
み
」

「
専
任
部
署
の
み
」「
専
任
部
署

と
経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
関
与

あ
り
」
の
順
で
割
合
が
高
く

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
施
策

で
は
、
経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の

関
与
の
み
よ
り
も
、
専
任
部
署

の
み
あ
る
こ
と
が
実
施
割
合
を

高
め
る
て
お
り
、
双
方
あ
る
こ

と
が
よ
り
実
施
割
合
を
高
め
て

い
る
。

一
方
、
内
部
通
報
に
か
か
わ

る
「
法
令
違
反
な
ど
を
社
内
通

報
で
き
る
規
程
を
作
成
」「
内
部

通
報
を
行
っ
た
者
の
権
利
保
護

規
程
の
制
定
」「
従
業
員
等
の
相

談
・
通
報
に
対
応
す
る
体
制
の

整
備
」
や
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
等
に
つ
い

て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公

表
」
に
つ
い
て
は
、「
い
ず
れ
も

な
い
」「
専
任
部
署
の
み
」「
経
営

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
関
与
の
み
」

「
専
任
部
署
と
経
営
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
の
関
与
あ
り
」
の
順
で
割

合
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
図
表

21
）。内
部
通
報
関
係
の
施
策
は
、

専
任
部
署
の
設
置
だ
け
で
な
く
、

経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
主
導
に

よ
っ
て
実
施
割
合
が
促
進
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
障
害

二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
取
り

組
も
う
と
す
る
う
え
で
、現
在
、障
害
に
な
っ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、「
特
段
の
障
害
は
な
い
」
と
す
る

企
業
が
三
三
・
六
％
あ
る
一
方
で
、
障
害
の

内
容
と
し
て
は
、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
対
す
る
社
員
の

理
解
不
足
、コ
ン
セ
ン
サ
ス
欠
如
」
が
三
四
・

九
％
と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
、「
社
員
へ

の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
教
育
訓
練
の
不
足
」（
三

四
・
六
％
）、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
専
任
部
署

が
な
い
」（
二
七
・
二
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い

る
（
図
表
22
）。

こ
れ
を
規
模
別
に
み
る
と
、
規
模
が
大
き

く
な
る
ほ
ど
、「
特
段
の
障
害
は
な
い
」
の
割

合
が
高
ま
る
こ
と
が
わ
か
る
。
障
害
の
内
容

を
み
る
と
、
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
、「
社

員
へ
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
教
育
訓
練
不
足
」

「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
専
任
部
署
が
な
い
」「
Ｃ

Ｓ
Ｒ
の
予
算
が
少
な
い
」
を
あ
げ
る
割
合
が

高
ま
る
傾
向
に
あ
る
。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
専
任
部
署
・
経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
関
与
別
に
み
る
と
、「
特
段
の
障
害
は
な

い
」
と
す
る
割
合
は
、「
い
ず
れ
も
な
い
」「
経

営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
関
与
の
み
」「
専
任
部
署

の
み
」「
専
任
部
署
と
経
営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の

関
与
あ
り
」
の
順
で
高
く
な
っ
て
い
る
。
経

営
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
関
与
や
専
門
部
署
が
あ

る
こ
と
が
障
害
を
少
な
く
す
る
よ
う
で
あ
る
。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
取
り
組
み
状
況
別
に
み
る
と
、

法
令
等
の
規
定
範
囲
以
上
に
実
施
し
て
い
る

企
業
の
ほ
う
が
、
法
令
等
の
規
定
範
囲
を
実

施
し
て
い
る
企
業
に
比
べ
、「
特
段
の
障
害
は

な
い
」
と
す
る
割
合
が
高
い
。
具
体
的
な
障

害
の
内
容
を
み
る
と
、
い
ず
れ
の
項
目
で
も
、

法
令
等
の
規
定
範
囲
を
実
施
し
て
い
る
企
業

図表21：CSRにかかわる施策の実施企業割合（単位＝％）〔2007年調査〕

 

Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
「
行

動
指
針
」
を
策
定

倫
理
規
範
等
の
明
文
化

さ
れ
た
社
内
規
程
を
作

成 法
令
違
反
な
ど
を
社
内

通
報
が
で
き
る
規
程
を

作
成

内
部
通
報
を
行
っ
た
者

の
権
利
保
護
規
程
の
制

定 従
業
員
等
の
相
談
・
通

報
に
対
応
す
る
体
制
の

整
備

Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
し
て
従
業

員
向
け
の
教
育
を
定
期

実
施

チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
と

し
て
、
定
期
的
な
監
査

を
実
施

Ｃ
Ｓ
Ｒ
等
に
つ
い
て
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

公
表

計（n=283） 62.5 85.2 85.9 81.6 86.2 49.1 43.5 53.0 
＜CSR専任部署・経営トップクラスの関与別＞
　専任部署と経営トップクラスの関与あり（n=110） 86.4 93.6 96.4 93.6 96.4 76.4 70.0 74.5 
　専任部署のみ（n=27） 77.8 92.6 88.9 77.8 88.9 63.0 44.4 51.9 
　経営トップクラスの関与のみ（n=50） 62.0 86.0 92.0 90.0 92.0 46.0 40.0 60.0 
　いずれもない（n=88） 29.5 72.7 69.3 64.8 72.7 14.8 15.9 27.3 
※CSRについて「法令等の規定範囲以上に実施」「法令等の規定範囲を実施」と回答した企業を対象に集計。

図表22：CSRに取り組むうえでの障害（複数回答、n=298、単位＝％）〔2007年調査〕
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の
ほ
う
が
高
い
。
具
体
的
に
は
、
法
令
等
の

規
定
範
囲
以
上
に
実
施
し
て
い
る
企
業
に
比

べ
、
法
令
等
の
規
定
範
囲
を
実
施
し
て
い
る

企
業
の
ほ
う
が
、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
専
任
部

署
が
な
い
」
で
二
四
・
七
ポ
イ
ン
ト
、「
社
員

へ
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
教
育
訓
練
不
足
」
で

二
二
・
〇
ポ
イ
ン
ト
、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
対
す
る
社

員
の
理
解
不
足
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
欠
如
」
で

一
九
・
四
ポ
イ
ン
ト
高
く
な
っ
て
い
る
。
法

令
の
規
定
範
囲
を
実
施
し
て
い
る
企
業
で
は
、

専
任
部
署
や
社
員
の
教
育
訓
練
不
足
、
コ
ン

セ
ン
サ
ス
不
足
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
戦
略
の
有
無
別
に

み
る
と
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
戦
略
を
持
つ
企
業

の
ほ
う
が
そ
れ
以
外
の
企
業
に
比
べ
、

「
特
段
の
障
害
は
な
い
」
と
す
る
割
合
が
高

い
。
具
体
的
な
障
害
の
中
身
を
み
る
と
、「
Ｃ

Ｓ
Ｒ
の
予
算
が
少
な
い
」
と
「
投
資
家
が
Ｃ

Ｓ
Ｒ
を
重
視
し
な
い
」
に
つ
い
て
は
、
わ
ず

か
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ
戦
略
企
業
の
ほ
う
が
障
害
を
感

じ
て
い
る
割
合
が
高
い
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど

の
項
目
で
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
戦
略
企
業
の
ほ
う
が
低

く
な
っ
て
い
る
（
図
表
23
）。

３
．
日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム

雇
用
調
整
施
策
と
そ
の
実
施
内
容

二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、
こ
こ
二
年
間
の

雇
用
調
整
に
か
か
わ
る
施
策
の
実
施
状
況
に

つ
い
て
尋
ね
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
四

六
・
〇
％
の
企
業
が
何
ら
か
の
雇
用
調
整
に

か
か
わ
る
施
策
を
実
施
し
て
い
た
。
こ
れ
を

規
模
別
に
み
る
と
、
い
ず
れ
の
規
模
も
五
割

前
後
存
在
す
る
。業
種
別
に
み
て
も
、「
運
輸
・

図表23：CSRに取り組むうえでの障害（複数回答、単位＝％）〔2007年調査〕

 

Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
対
す
る
社

員
の
理
解
不
足
、
コ

ン
セ
ン
サ
ス
欠
如              

社
員
へ
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に

関
す
る
教
育
訓
練
の

不
足    

Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
専

任
部
署
が
な
い            

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
予
算
が
少

な
い
（
予
算
が
な

い
）      

経
営
効
率
を
優
先
さ

せ
る
社
内
の
雰
囲
気        

Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
対
し
て
世

間
の
関
心
や
評
価
が

低
い    

ト
ッ
プ
の
方
針
が
明

確
で
な
い
（
役
員
層

の
関
心
が
低
い
）              

投
資
家
が
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を

重
視
し
な
い              

Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
実
施
す
る

う
え
で
取
引
先
の
協

力
が
得
ら
れ
な
い              

そ
の
他              

特
段
の
障
害
は
な
い    

　

無
回
答            

計（n=298） 34.9 34.6 27.2 21.8 14.1 6.0 5.7 3.4 0.7 2.3 33.6 2.7 
＜規模別＞
　300人未満（n=54） 55.6 50.0 44.4 27.8 13.0 3.7 5.6 5.6 0.0 0.0 20.4 0.0 
　300～999人（n=93） 35.5 40.9 30.1 25.8 15.1 6.5 6.5 4.3 1.1 2.2 28.0 1.1 
　1000～4999人（n=99） 26.3 30.3 21.2 20.2 13.1 7.1 7.1 1.0 0.0 2.0 40.4 3.0 
　5000人以上（n=35） 28.6 14.3 8.6 14.3 11.4 0.0 0.0 2.9 2.9 8.6 48.6 5.7 
＜CSR専任部署・経営トップクラスの関与別＞
　専任部署と経営トップクラスの関与あり（n=110） 24.5 28.2 2.7 15.5 13.6 2.7 1.8 2.7 1.8 5.5 46.4 0.0 
　専任部署のみ（n=27） 37.0 40.7 3.7 29.6 11.1 3.7 0.0 0.0 0.0 3.7 40.7 1.1 
　経営トップクラスの関与のみ（n=50） 36.0 34.0 38.0 16.0 6.0 10.0 4.0 4.0 0.0 0.0 34.0 3.0 
　いずれもない（n=88） 45.5 43.2 53.4 31.8 13.6 8.0 9.1 3.4 0.0 0.0 19.3 5.7 
＜ＣＳＲの取り組み状況別＞
　法令等の規定範囲以上に実施（n=111） 22.5 21.6 10.8 18.0 9.9 3.6 1.8 4.5 0.9 5.4 48.6 2.7 
　法令等の規定範囲を実施（n=172） 41.9 43.6 35.5 25.0 14.0 7.0 6.4 1.7 0.6 0.6 26.2 1.7 
＜ＣＳＲ戦略の有無別＞
　ＣＳＲ戦略企業（n=55） 21.8 34.5 16.4 23.6 7.3 3.6 0.0 3.6 0.0 1.8 43.6 3.6 
　それ以外（n=223） 37.2 34.5 28.3 22.0 13.0 6.3 5.8 2.7 0.9 2.7 33.2 1.3 

図表25：これまでの経営に対する発言力が強い利害関係者〔2007年調査〕
（雇用調整施策の実施経験別）（複数回答、単位＝％）

図表24：過去2年間の雇用調整施策の実施の状況〔2007年調査〕
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情
報
通
信
業
」
で
割
合
が
わ
ず
か
に
高
い
も

の
の
、
や
は
り
い
ず
れ
の
業
種
も
五
割
前
後

で
あ
る
（
図
表
24
）。

雇
用
調
整
施
策
の
実
施
企
業
と
未
実
施
企

業
に
分
け
た
う
え
で
（
以
下
、「
雇
用
調
整
施

策
の
実
施
経
験
別
」
と
略
す
）、
こ
れ
ま
で

の
経
営
に
対
す
る
発
言
力
が
強
い
利
害
関
係

者
（
上
位
三
位
ま
で
の
合
計
）
を
み
る
と
、

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
雇
用
調
整
施
策
の
未

実
施
企
業
に
比
べ
実
施
企
業
の
ほ
う
が
、「
取

引
先
銀
行
」
で
五
・
九
ポ
イ
ン
ト
、「
グ
ル
ー

プ
企
業
」
で
五
・
三
ポ
イ
ン
ト
高
ま
っ
て
い

る
（
図
表
25
）。
業
績
不
振
の
際
に
、
銀
行

や
グ
ル
ー
プ
企
業
の
発
言
力
が
増
し
た
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
る（
７
）。

次
に
、
具
体
的
な
雇
用
調
整
施
策
の
内
容

に
つ
い
て
み
る
と
、「
出
向
・
転
籍
」
が
六
三
・

五
％
と
も
っ
と
も
そ
の
割
合
が
高
く
、
次
い

で
、「
不
採
算
部
門
の
縮
小
・
廃
止
、
事
業
所

の
閉
鎖
」（
五
二
・
六
％
）、「
配
置
転
換
」（
三

三
・
六
％
）、「
希
望
退
職
の
募
集
、
早
期
退

職
優
遇
制
度
の
創
設
・
拡
充
」（
一
九
・
七
％
）、

「
残
業
規
制
」（
一
九
・
七
％
）、「
新
規
採
用

抑
制
」（
一
九
・
〇
％
）
な
ど
が
続
く
。「
賃

下
げ
」
は
六
・
六
％
、「
解
雇
」
は
三
・
六
％

で
あ
り
少
数
に
と
ど
ま
る
。
出
向
・
転
籍
や

配
置
転
換
、
残
業
規
制
、
新
規
採
用
抑
制
な

ど
、
で
き
る
か
ぎ
り
現
存
す
る
雇
用
を
維
持

す
る
形
で
の
雇
用
調
整
施
策
が
実
施
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

次
に
、
雇
用
調
整
施
策
の
内
容
を
こ
れ
ま

で
発
言
力
が
強
か
っ
た
利
害
関
係
者
別
（
上

位
三
位
ま
で
の
合
計
）
に
み
る
こ
と
に
す
る
。

と
く
に
事
業
の
廃
止
や
雇
用
、
賃
金
な
ど
重

要
な
決
断
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ

い
て
み
る
と
、「
不
採
算
部
門
の
縮
小
・
廃
止
、

事
業
所
の
閉
鎖
」「
希
望
退
職
の
募
集
、
早
期

退
職
優
遇
制
度
の
創
設
・
拡
充
」「
契
約
社
員
、

臨
時
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇
用
契
約

の
不
更
新
」「
一
時
金
の
カ
ッ
ト
」
な
ど
で
、

「
個
人
投
資
家
」
や
「
取
引
先
銀
行
」
な
ど

に
発
言
力
を
感
じ
て
い
た
企
業
の
割
合
が
高

い
。
事
業
の
廃
止
や
雇
用
、
賃
金
な
ど
の
雇

用
調
整
の
過
程
で
、「
個
人
投
資
家
」
や
「
取

引
先
銀
行
」
の
発
言
力
が
増
し
た
可
能
性
が

示
唆
さ
れ
る
。

経
営
者
の
属
性
別
に
み
る
と
、
傾
向
に
大

き
な
差
は
な
く
、
い
ず
れ
の
属
性
も
雇
用
を

維
持
す
る
よ
う
努
め
る
形
で
の
雇
用
調
整
施

策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。「
出
向
・
転
籍
」「
不

採
算
部
門
の
縮
小
・
廃
止
、事
業
所
の
閉
鎖
」

「
配
置
転
換
」
が
上
位
三
位
に
き
て
い
る
こ

と
も
共
通
し
て
い
る
が
、「
オ
ー
ナ
ー
企
業
タ

イ
プ
」
で
は
、次
い
で
、「
契
約
社
員
、臨
時
・

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇
用
契
約
の
不
更

新
」「
希
望
退
職
の
募
集
、
早
期
退
職
優
遇
制

度
の
創
設
・
拡
充
」
な
ど
の
順
で
あ
り
、「
生

え
抜
き
タ
イ
プ
」
は
、「
希
望
退
職
の
募
集
、

早
期
退
職
優
遇
制
度
の
創
設
・
拡
充
」「
残
業

規
制
」
な
ど
の
順
、「
そ
れ
以
外
の
企
業
」
で

は
、「
新
規
採
用
抑
制
」「
賃
上
げ
の
抑
制
」
な

ど
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

他
の
経
営
者
の
属
性
と
比
べ
て
み
る
と
、

「
生
え
抜
き
タ
イ
プ
」で
は
、「
出
向
・
転
籍
」

「
不
採
算
部
門
の
縮
小
・
廃
止
、
事
業
所
の

閉
鎖
」「
配
置
転
換
」「
残
業
規
制
」
な
ど
、
比

較
的
、
雇
用
を
維
持
す
る
施
策
関
係
で
の
実

施
割
合
が
も
っ
と
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
一

方
、「
オ
ー
ナ
ー
企
業
タ
イ
プ
」
で
は
、
他
の

属
性
に
比
べ
て
、「
希
望
退
職
の
募
集
、
早
期

退
職
優
遇
制
度
の
創
設
・
拡
充
」「
契
約
社
員
、

臨
時
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇
用
契
約

の
不
更
新
」「
一
時
金
の
カ
ッ
ト
」「
賃
下
げ
」

「
解
雇
」
な
ど
、
比
較
的
、
雇
用
の
解
約
や

賃
金
に
か
か
わ
る
よ
う
な
施
策
で
の
実
施
割

合
が
も
っ
と
も
高
く
な
っ
て
い
た（
図
表
26
）。

終
身
雇
用
に
対
す
る
考
え
方

終
身
雇
用
は
、「
三
種
の
神
器
」
と
称
せ
ら

れ
る
よ
う
に
、
長
期
雇
用
を
重
視
す
る
と
い

う
意
味
で
、
日
本
型
の
雇
用
制
度
を
象
徴
す

る
用
語
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
七
年
調

査
で
は
、
今
後
の
終
身
雇
用
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
二
〇
〇
五
年
調
査
と
同
様
に
尋
ね
た
。

二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、「
原
則
と
し
て
こ
れ

か
ら
も
終
身
雇
用
を
維
持
し
て
い
く
」
と
す

る
回
答
が
六
四
・
一
％
と
も
っ
と
も
割
合
が

高
く
、
次
い
で
、「
部
分
的
な
修
正
は
や
む
を

え
な
い
」
が
二
二
・
一
％
、「
基
本
的
な
見
直

し
が
必
要
で
あ
る
」が
三
・
七
％
な
ど
と
な
っ

て
い
る
（
図
表
27
）。

図表26：過去2年間の雇用調整施策の実施内容（複数回答、単位＝％）〔2007年調査〕
出
向
、
転
籍

不
採
算
部
門
の
縮
小
・

廃
止
、
事
業
所
の
閉
鎖

配
置
転
換

希
望
退
職
の
募
集
、
早

期
退
職
優
遇
制
度
の
創

設
・
拡
充

残
業
規
制

新
規
採
用
抑
制

契
約
社
員
、
臨
時
・
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

雇
用
契
約
の
不
更
新

賃
上
げ
の
抑
制

一
時
金
の
カ
ッ
ト

賃
下
げ

解
雇

一
時
休
業

計（n=137） 63.5 52.6 33.6 19.7 19.7 19.0 18.2 16.8 13.9 6.6 3.6 1.5
＜これまでの利害関係者の発言力の認識別＞
　顧客（消費者）（n=72） 68.1 45.8 30.6 18.1 23.6 22.2 15.3 15.3 12.5 5.6 2.8 1.4
　従業員（n=58） 62.1 56.9 34.5 20.7 12.1 19.0 15.5 15.5 15.5 5.2 1.7 0.0
　個人投資家（n=29） 48.3 69.0 24.1 31.0 13.8 24.1 24.1 20.7 17.2 6.9 6.9 0.0
　機関投資家（n=55） 69.1 54.5 38.2 21.8 18.2 14.5 18.2 14.5 10.9 7.3 1.8 1.8
　取引先銀行（n=61） 59.0 62.3 42.6 26.2 23.0 18.0 24.6 23.0 21.3 11.5 3.3 1.6
　取引先企業（n=55） 63.6 49.1 32.7 16.4 30.9 18.2 21.8 10.9 10.9 3.6 7.3 3.6
　グループ企業（n=29） 58.6 48.3 34.5 10.3 17.2 6.9 24.1 10.3 10.3 3.4 3.4 0.0
＜経営者の属性別＞
　オーナー企業タイプ（n=33） 51.5 48.5 27.3 24.2 21.2 15.2 27.3 6.1 15.2 9.1 9.1 0.0
　生え抜きタイプ（n=72） 72.2 55.6 36.1 20.8 20.8 16.7 16.7 19.4 13.9 8.3 1.4 2.8
　それ以外（n=32） 56.3 50.0 34.4 12.5 15.6 28.1 12.5 21.9 12.5 0.0 3.1 0.0
※1：過去2年間に雇用調整を実施した企業を対象に集計。
※2：利害関係者の「その他」は割愛した。

図表27：終身雇用に対する考え方〔2007年調査と2005年調査の2時点比較〕
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二
〇
〇
七
年
調
査
と
二
〇
〇
五
年
調
査
を

比
較
す
る
と
、二
〇
〇
七
年
調
査
の
方
が「
原

則
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
終
身
雇
用
を
維
持
し

て
い
く
」
と
す
る
割
合
が
六
・
八
ポ
イ
ン
ト

上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
二
年
間
で
終
身
雇
用

を
維
持
す
る
と
い
う
考
え
方
が
よ
り
強
く

な
っ
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

二
〇
〇
七
年
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
規

模
別
に
み
る
と
、「
原
則
と
し
て
こ
れ
か
ら
も

終
身
雇
用
を
維
持
し
て
い
く
」
と
す
る
割
合

は
、
お
お
む
ね
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
高

ま
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
過
去
二
年
間
の

雇
用
調
整
施
策
の
実
施
経
験
別
に
み
る
と
、

雇
用
調
整
施
策
の
実
施
企
業
の
ほ
う
が
、
未

実
施
の
企
業
に
比
べ
、「
原
則
と
し
て
こ
れ
か

ら
も
終
身
雇
用
を
維
持
し
て
い
く
」
の
割
合

が
高
く
な
る
一
方
で
、
雇
用
調
整
施
策
の
未

実
施
企
業
の
ほ
う
が
、
実
施
企
業
に
比
べ
、

「
部
分
的
な
修
正
は
や
む
を
え
な
い
」「
基
本

的
な
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
」
の
割
合
が
高

く
な
る
傾
向
に
あ
る
（
図
表
28
）。

運
命
共
同
体
意
識
に
つ
い
て
の
認
識

二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、
二
年
前
と
比
較

し
た
職
場
や
雰
囲
気
の
変
化
と
し
て
、「
会
社

（
わ
が
社
）
の
労
使
は
、
運
命
共
同
体
意
識

が
弱
ま
っ
て
い
る
か
」
に
つ
い
て
の
認
識
を

尋
ね
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い
」
が
四
三
・
三
％
と
も
っ
と
も
多
い

も
の
の
、「
否
定
的
な
回
答
」（「
あ
て
は
ま
ら

な
い
」
＋
「
あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い
」）

が
三
八
・
九
％
で
あ
り
、「
肯
定
的
な
回
答
」

（「
あ
て
は
ま
る
」＋「
や
や
あ
て
は
ま
る
」）

の
一
四
・
八
％
を
二
四
・
一
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ

て
い
る
。
日
本
企
業
の
労
使
の
運
命
共
同
体

意
識
は
、
今
も
健
在
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
を
規
模
別
に
み
る
と
、
規
模
が
大
き

く
な
る
ほ
ど
、「
否
定
的
な
回
答
」
割
合
は
高

ま
る
傾
向
に
あ
り
、「
五
〇
〇
〇
人
以
上
」
規

模
で
は
、
六
五
・
七
％
に
の
ぼ
る
。
そ
の
一

方
で
、
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
、
お
お
む

ね
「
肯
定
的
な
回
答
」
割
合
が
高
ま
る
傾
向

に
あ
り
、「
三
〇
〇
〜
九
九
九
人
」
規
模
で
は
、

二
〇
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。

過
去
二
年
間
の
雇
用
調
整
施
策
の
実
施
経

験
別
に
み
る
と
、
雇
用
調
整
施
策
の
実
施
企

業
の
ほ
う
が
、
未
実
施
の
企
業
に
比
べ
、「
肯

定
的
な
回
答
」
割
合
が
高
い
（
図
表
29
）。

雇
用
調
整
に
か
か
わ
る
施
策
を
実
施
す
る
こ

と
で
、
運
命
共
同
体
的
な
意
識
が
弱
く
な
っ

て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

帰
属
意
識
に
つ
い
て
の
認
識

二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、
二
年
前
と
比
較

し
た
職
場
や
雰
囲
気
の
変
化
と
し
て
、「
社
員

の
会
社
（
わ
が
社
）
に
対
す
る
帰
属
意
識
が

希
薄
に
な
っ
て
い
る
か
」
に
つ
い
て
の
認
識

を
尋
ね
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い
」
が
四
二
・
三
％
と
も
っ
と
も
多

い
も
の
の
、「
肯
定
的
な
回
答
」（「
あ
て
は
ま

る
」+

「
や
や
あ
て
は
ま
る
」）
が
三
二
・
二
％

で
あ
り
、「
否
定
的
な
回
答
」（「
あ
て
は
ま
ら

な
い
」+

「
あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い
」）
の

二
二
・
八
％
を
九
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
て

い
る
。
三
社
に
一
社
は
、
社
員
の
帰
属
意
識

が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
を
規
模
別
に
み
る
と
、
お
お
む
ね
規

模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
、「
肯
定
的
な
回
答
」

割
合
は
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
一
方
で
、
規
模

が
大
き
く
な
る
ほ
ど
「
否
定
的
な
回
答
」
割

図表28：終身雇用に対する考え方〔2007年調査〕

図表29：「会社（わが社）の労使は、運命共同体意識が弱まっているか」
についての認識〔2007年調査〕
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合
は
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
。

過
去
二
年
間
の
雇
用
調
整
施
策
の
実
施
経

験
別
に
み
る
と
、
雇
用
調
整
施
策
の
実
施
企

業
の
ほ
う
が
、
未
実
施
の
企
業
に
比
べ
、「
肯

定
的
な
回
答
」
割
合
が
高
い
（
図
表
30
）。

雇
用
調
整
に
か
か
わ
る
施
策
を
実
施
す
る
こ

と
で
、
帰
属
意
識
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と

感
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
に
つ
い
て
の
認
識

二
〇
〇
七
年
調
査
で
は
、
二
年
前
と
比
較

し
た
職
場
や
雰
囲
気
の
変
化
と
し
て
、「
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
が
わ
が
社
で
は
重
要
性
を

増
し
て
き
た
か
」
の
認
識
に
つ
い
て
も
尋
ね

た
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
肯
定
的
な
回
答
」（「
あ

て
は
ま
る
」
＋
「
や
や
あ
て
は
ま
る
」）
が

七
一
・
八
％
で
あ
り
、「
否
定
的
な
回
答
」（「
あ

て
は
ま
ら
な
い
」
＋
「
あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら

な
い
」）
は
わ
ず
か
五
・
七
％
で
あ
る
。
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
が
現
在
の
日
本
の
職
場

で
重
要
な
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

こ
れ
を
規
模
別
に
み
る
と
、
規
模
が
大
き

く
な
る
ほ
ど
、「
肯
定
的
な
回
答
」
割
合
は
お

お
む
ね
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
。
過
去
二
年
間

の
雇
用
調
整
施
策
の
実
施
経
験
別
に
み
る
と
、

雇
用
調
整
施
策
の
実
施
企
業
の
ほ
う
が
、
未

実
施
の
企
業
に
比
べ
、「
肯
定
的
な
回
答
」
割

合
が
高
い
。
雇
用
不
安
の
経
験
に
よ
っ
て
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
の
重
要
性
を
よ
り
感

じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
図
表
31
）。

（
調
査
・
解
析
部　

奥
田
栄
二
）

〔
注
〕

１
．
二
〇
〇
五
年
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
労
働
政
策

研
究
報
告
書
「
企
業
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
人
事
戦
略
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」

h
ttp

:/
/
w
w
w
.jil.g

o
.jp
/
in
s
titu

te
/

reports/2007/074.htm

参
照
。

２
．
こ
こ
で
の
「
買
収
防
衛
策
の
未
実
施
企
業
」
と
は
、

本
設
問
で
、「
買
収
防
衛
策
は
特
に
実
施
し
て
い
な
い
」

を
選
択
し
た
企
業
の
こ
と
。「
買
収
防
衛
策
の
実
施
企

業
」
と
は
、「
新
株
予
約
権
の
設
定
」「
拒
否
権
付
き
株
式

（
黄
金
株
）
の
発
行
」「
普
通
株
の
強
制
転
換
条
項
付
き

株
式
へ
の
転
換
」「
種
類
株
式
の
発
行
」「
取
締
役
資
格
の

制
限
」「
取
締
役
の
任
期
分
散
」「
従
業
員
持
株
比
率
の
上

昇
」「
そ
の
他
」
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
企
業
の
こ
と

（
以
下
、
同
じ
）。
な
お
、
本
調
査
で
は
、
新
株
予
約

権
の
設
定
な
ど
、
買
収
防
衛
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

聞
い
て
い
る
が
、
実
際
に
買
収
防
衛
を
発
動
し
た
か
に

つ
い
て
尋
ね
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
。

３
．
こ
こ
で
の
「
オ
ー
ナ
ー
企
業
タ
イ
プ
」
と
は
、
経
営

ト
ッ
プ
の
属
性
に
つ
い
て
、「
オ
ー
ナ
ー
」
と
回
答
し
た

企
業
で
あ
り
、「
生
え
抜
き
タ
イ
プ
」と
は「
生
え
抜
き
」

と
回
答
し
た
企
業
で
あ
り
、「
そ
れ
以
外
」
と
は
、「
親
会

社
・
関
連
会
社
出
身
」「
金
融
機
関
出
身
」「
天
下
り
（
官

公
庁
出
身
）」「
そ
の
他
」
と
回
答
し
た
企
業
の
こ
と
で

あ
る
（
以
下
同
じ
）。「
そ
れ
以
外
」（
七
一
社
）
の
う
ち
、

「
親
会
社
・
関
連
会
社
出
身
」
が
四
二
社
、「
金
融
機
関

出
身
」
一
一
社
、「
天
下
り
（
官
公
庁
出
身
）」
六
社
で

あ
り
、
八
三
・
一
％
（
五
九
社
／
七
一
社
）
は
関
係
会

社
な
ど
の
他
法
人
出
身
者
で
あ
る
こ
と
に
留
意
。

４
．
株
主
主
権
論
に
つ
い
て
は
、岩
井
克
人（
二
〇
〇
三
）

『
会
社
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
』（
平
凡
社
）
が
参

考
と
な
る
。

５
．
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、
岩
井
克
人
（
二
〇
〇
五
）『
会

社
は
だ
れ
の
も
の
か
』（
平
凡
社
）
で
、
株
主
主
権
論
と

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
関
係
性
か
ら
、
興
味
深
い
解
説
を
し
て
い
る
。

６
．
詳
し
く
は
、
荒
木
尚
志
（
二
〇
〇
七
）「
企
業
の
社
会

的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）・
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）

と
労
働
法―

―

労
働
法
政
策
に
お
け
る
ハ
ー
ド
ロ
ー
と

ソ
フ
ト
ロ
ー
の
視
点
か
ら
」、菅
野
和
夫
・
中
嶋
士
元
也
・

渡
辺
章
編
『
友
愛
と
法―

―

山
口
浩
一
郎
先
生
古
稀
記

念
論
集
』（
信
山
社
出
版
）
参
照
。

７
．
日
本
で
は
、
業
績
不
振
に
陥
っ
た
企
業
が
メ
イ
ン
バ

ン
ク
と
の
密
接
な
関
係
に
よ
っ
て
金
融
危
機
を
乗
り
切

る
こ
と
が
よ
く
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
星

岳
雄
「
企
業
集
団
と
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
度―

―

そ
の
経

済
的
役
割
」、
青
木
昌
彦
・
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
編
『
シ

ス
テ
ム
と
し
て
の
日
本
企
業
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）
は
、
企

業
集
団
制
と
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
度
が
①
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
と
情
報
の
問
題
を
軽
減
し
、
②
金
融
危
機
の
費
用
を

引
き
下
げ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
な
お
、
メ
イ
ン

バ
ン
ク
救
済
の
典
型
的
な
特
徴
は
、「
メ
イ
ン
バ
ン
ク
が
、

債
権
者
間
の
調
整
役
と
し
て
行
動
し
、
再
建
計
画
を
策

定
す
る
た
め
の
役
員
を
派
遣
し
、
新
規
資
金
を
提
供
し
、

（
最
終
的
に
は
）
現
経
営
陣
を
更
迭
す
る
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
が
、
星
岳
雄
・
Ａ
．
ガ
シ
ャ
ッ
プ
（
二
〇
〇

六
）『
日
本
金
融
シ
ス
テ
ム
進
化
論
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、

第
５
章
「
銀
行
の
企
業
『
救
済
』」）
に
よ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
典
型
的
な
例
か
ら
の
逸
脱
も
し
ば
し
ば
観
察
さ

れ
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
こ
の
よ
う
な
逸
脱
例
は
増
加

傾
向
に
あ
る
と
い
う
。

図表30：「社員の会社（わが社）に対する帰属意識が希薄になっているか」
についての認識〔2007年調査〕

図表31：「メンタルヘルス問題がわが社では重要性を増してきたか」
についての認識〔2007年調査〕


